
■ 介護保険自己負担額（加算は含まれていません）
介護度 １回あたりの単位数 １回あたりの負担額

要介護1 ６７７ 単位　 ７００ 円　
要介護2 ７４３ 単位　 ７６８ 円　
要介護3 ８１４ 単位　 ８４１ 円　
要介護4 ８８０ 単位　 ９０９ 円　
要介護5 ９４６ 単位　 ９７８ 円　

■ 加算（詳しくは、ご契約の際に説明いたします）
　　加算名 単位数 負担額
夜勤職員配置加算 １８ 単位　 １９ 円　
送迎加算（片道） １８４ 単位　 １９０ 円　
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ※ １２ 単位　 １３ 円　

■ 介護保険自己負担額（加算は含まれていません）
介護度 １回あたりの単位数 １回あたりの負担額

要支援１ ５０８ 単位　 ５２５ 円　
要支援２ ６３１ 単位　 ６５２ 円　

■ 加算（詳しくは、ご契約の際に説明いたします）
送迎加算（片道） １８４ 単位　 １９０ 円　
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ※ １２ 単位　 １３ 円　

■ 居住費と食事代
所得によって異なります。＜負担区分＞も合わせてご参照ください。

負担区分 １日あたりの居住費 １日あたりの食事代
第１段階 ８２０ 円　 ３００ 円　
第２段階 ８２０ 円　 ３９０ 円　
第３段階 １,３１０ 円　 ６５０ 円　
第４段階 １,９７０ 円　 １,３８０ 円　
＜負担区分＞預貯金の申告：預貯金、有価証券等の金額の合計が1000万円（夫婦は2000万円）以下

第１段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者

第２段階 市町民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万以下

第３段階 市町民税非課税世帯の方で第１・２段階以外の方

第４段階 住民税課税世帯

各市町村にてご確認後、「介護保険負担限度額認定証」の提示をお願いします。

■ その他
介護材料費などは自己負担となります。（おむつを除く）1日10円の『その他の日常生活費』を頂きます。

月々の利用料金例（概算）

介護保険自己負担額 ７，３５５円
居住費 １５,７６０円 （１泊１,９７０円×８日）

食費 １０,１６０円 （朝380円×７食・昼500円×８食・夕500円×７食）

合計 ３３，２７５円

※表中の負担額は、単位数に地域区分を乗じて算出しています。処遇改善加算は含まれておりません。

　処遇改善加算･･･所定単位数にサービス別加算率（*）を乗じた単位数　*ショートステイ 5.9％

平成27年4月1日改訂

～要介護３・第４段階（減額なし）夜勤職員配置加算・送迎加算（往復）・ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算
（Ⅰ）ロあり、７泊８日（初日午前から・最終日午後まで利用）の場合～

ショートステイ 府中みどり園　ご利用料金

【短期入所生活介護（併設型ユニット型個室）　対象：要介護１～要介護５】

※加算の有無は、職員体制によります。

【介護予防短期入所生活介護（併設型ユニット型個室）　対象：要支援１・要支援２】

※加算の有無及び単位数は、職員体制によります。

【短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護ともに共通する事項】



■ 介護保険自己負担額（加算は含まれていません）
介護度 １回あたりの単位数 １回あたりの負担額

要介護1 ６７７ 単位　 １，３９９ 円　
要介護2 ７４３ 単位　 １，５３５ 円　
要介護3 ８１４ 単位　 １，６８２ 円　
要介護4 ８８０ 単位　 １，８１８ 円　
要介護5 ９４６ 単位　 １，９５５ 円　

■ 加算（詳しくは、ご契約の際に説明いたします）
　　加算名 単位数 負担額
夜勤職員配置加算 １８ 単位　 ３７ 円　
送迎加算（片道） １８４ 単位　 ３８０ 円　
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ※ １２ 単位　 ２５ 円　

■ 介護保険自己負担額（加算は含まれていません）
介護度 １回あたりの単位数 １回あたりの負担額

要支援１ ５０８ 単位　 １，０５０ 円　
要支援２ ６３１ 単位　 １，３０４ 円　

■ 加算（詳しくは、ご契約の際に説明いたします）
送迎加算（片道） １８４ 単位　 ３８０ 円　
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ※ １２ 単位　 ２５ 円　

■ 居住費と食事代
所得によって異なります。＜負担区分＞も合わせてご参照ください。

負担区分 １日あたりの居住費 １日あたりの食事代
第１段階 ８２０ 円　 ３００ 円　
第２段階 ８２０ 円　 ３９０ 円　
第３段階 １,３１０ 円　 ６５０ 円　
第４段階 １,９７０ 円　 １,３８０ 円　
＜負担区分＞預貯金の申告：預貯金、有価証券等の金額の合計が1000万円（夫婦は2000万円）以下

第１段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者

第２段階 市町民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万以下

第３段階 市町民税非課税世帯の方で第１・２段階以外の方

第４段階 住民税課税世帯

各市町村にてご確認後、「介護保険負担限度額認定証」の提示をお願いします。

■ その他
介護材料費などは自己負担となります。（おむつを除く）1日10円の『その他の日常生活費』を頂きます。

月々の利用料金例（概算）

介護保険自己負担額 14,710 円
居住費 15,760 円（１泊１,９７０円×８日）
食費 10,160 円（朝380円×７食・昼500円×８食・夕500円×７食）
合計 40,630 円

※表中の負担額は、単位数に地域区分を乗じて算出しています。処遇改善加算は含まれておりません。

　処遇改善加算･･･所定単位数にサービス別加算率（*）を乗じた単位数　*ショートステイ 5.9％

平成27年8月1日改訂

～要介護３・第４段階（減額なし）夜勤職員配置加算・送迎加算（往復）・ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算
（Ⅰ）ロあり、７泊８日（初日午前から・最終日午後まで利用）の場合～

ショートステイ 府中みどり園　ご利用料金（2割負担）

【短期入所生活介護（併設型ユニット型個室）　対象：要介護１～要介護５】

※加算の有無は、職員体制によります。

【介護予防短期入所生活介護（併設型ユニット型個室）　対象：要支援１・要支援２】

※加算の有無及び単位数は、職員体制によります。

【短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護ともに共通する事項】


